
67 広報おうむ広報おうむ 広報おうむ広報おうむ

住
　
宅

入
居
募
集

入
居
資
格

《
共
通
事
項
》

	・�

雄
武
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は

有
す
る
こ
と
に
な
る
方
。

	・
町
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

◉
町
営
住
宅
（
団
地
）

	・�

所
得
が
政
令
月
収
で
一
般
世
帯
は

15
万
8
千
円
、
裁
量
世
帯
は
25
万
9
千

円
を
超
え
な
い
こ
と
。

※�

政
令
月
収
と
は
、
給
与
所
得
者
は
1
年

間
の
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
に
、
自

営
業
者
は
1
年
間
の
事
業
所
得
か
ら
必

要
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
、
扶
養
控

除
な
ど
を
差
し
引
い
た
額
を
12
で
除
し

た
も
の
で
す
。

※�

裁
量
世
帯
と
は
、
高
齢
者
世
帯
（
60
歳

以
上
）、
高
齢
者
と
18
歳
未
満
の
世
帯
、

障
が
い
者
（
障
が
い
の
程
度
に
よ
る
）

が
い
る
世
帯
、
乳
幼
児
が
い
る
世
帯
、

婚
姻
後
2
年
以
内
で
夫
婦
と
も
に
35
歳

未
満
の
世
帯
（
小
学
生
以
下
の
児
童
が

い
る
場
合
も
可
）
な
ど
で
す
。

◉
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
レ
ッ
ヂ

・
満
35
歳
未
満
の
単
身
勤
労
者
で
あ
る
こ

と
。

◉
勤
労
者
住
宅
・
町
有
住
宅

・
勤
労
者
住
宅
お
よ
び
町
有
住
宅
は
入
居

の
要
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
問
い
合

わ
せ
願
い
ま
す
。

申
込
方
法

・�

役
場
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
入
居
す

る
方
の
住
民
票
を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

・
令
和
7
年
1
月
1
日
に
他
市
町
村
に
お

い
て
住
民
登
録
さ
れ
て
い
た
方
は
当

該
市
町
村
で
発
行
さ
れ
る
市
町
村
民

税
課
税
証
明
書
、
所
得
証
明
書
な
ど
の

直
近
１
年
分
の
所
得
が
わ
か
る
も
の

と
、
納
税
証
明
書
も
あ
わ
せ
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

・
町
営
住
宅
に
申
し
込
み
の
際
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

・
申
込
者
多
数
の
と
き
は
、
住
宅
困
窮
度

の
高
い
方
か
ら
入
居
決
定
し
、
困
窮
度

が
同
じ
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

※
最
新
の
住
宅
情
報
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
申
込
用
紙
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

�https://w
w
w
.tow

n.oum
u.

hokkaido.jp/

※
住
宅
使
用
料
の
お
支
払
い
に
は
、
安
心

　
便
利
な
口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
入
居
者
が
町
営
住
宅
を
引
き
続
き
30
日

　
以
上
使
用
し
な
い
と
き
は
、
届
け
出
が

　
必
要
と
な
り
ま
す
。
正
当
な
事
由
に
よ

　
ら
な
い
で
30
日
以
上
町
営
住
宅
を
使
用

　
し
な
い
と
き
は
、
明
け
渡
し
を
求
め
る

　
こ
と
が
あ
り
え
ま
す
の
で
、
注
意
し
て

　
く
だ
さ
い
。

応
募
締
切

新
規　
10
月
15
日
㈬

継
続　
随
時
受
付

情報ひろば情報ひろば
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◉町営住宅
団地名 間取 建築年度 戸数 家賃 単身

新規 魚田 3LDK 昭和 55年 1 11,500 円 ～ 26,600 円 不可（要相談）

継続

旭日 3LDK 平成 6～ 11年 6 22,600 円 ～ 53,000 円 不可（要相談）
宮下 3LDK 昭和 59年 2 13,300 円 ～ 32,000 円 不可（要相談）
末広二区 3LDK 昭和 58年 1 13,000 円 ～ 29,900 円 不可（要相談）
新町 2LDK 平成元年 1 11,600 円 ～ 26,700 円 可
緑町 3LDK 平成 22年 1 19,300 円 ～ 44,500 円 不可（要相談）
潮見 3LDK 昭和 61年 2 16,000 円 ～ 36,900 円 不可（要相談）
潮見 1LDK 令和 4年 1 17,500 円 ～ 40,200 円 可
魚田 3DK 昭和 52年 1 8,500 円 ～ 19,700 円 可
幌内 3LDK 昭和 59年 1 12,400 円 ～ 28,500 円 可

◉サンライズビレッヂ
間取り 建築年度 戸数 家賃 単身

新規 1LDK 平成5～6年 3 30,000円 専用
継続 1LDK 平成5～6年 2 30,000円 専用

◉日の出仲町町有住宅
間取り 建築年度 戸数 家賃 単身

継続 3LDK 昭和60年 1 40,000円 不可（要相談）

◉勤労者住宅
間取り 建築年度 戸数 家賃 単身

継続 1K 令和4年 1 34,000円 専用

◉幌内町有住宅
間取り 建築年度 戸数 家賃 単身

継続
3LDK 平成3年 1 19,000円 可
3LDK 昭和54年 1 20,200円 可

  問い合わせ　役場 ☎ 0158 － 84 － 2121　健康推進課・地域福祉課 ☎ 0158 － 84 － 2023　
　　　　　　  地域包括支援センター ☎ 0158 － 84 － 4495　教育委員会 ☎ 0158 － 84 － 4240
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社
会
福
祉

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か

白
寿
（
99
歳
）
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

定
額
減
税
補
足
給
付
金
（
不
足
額
給
付

分
）
の
支
給
に
つ
い
て

　
「
里
親
」
と
は
、
様
々
な
事
情
に
よ
り

家
庭
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち

を
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入
れ
て
、
愛
情
と

ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
養
育
し
て
く
だ
さ
る

方
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
現
在
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
管
内
に
は
約
50
組

の
里
親
さ
ん
が
お
り
、
約
30
名
の
子
ど
も

た
ち
が
里
親
家
庭
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

　
里
親
に
は
「
養
育
里
親
」「
専
門
里
親
」

「
養
子
縁
組
里
親
」「
親
族
里
親
」
の
4
つ

の
種
類
が
あ
り
、
養
子
縁
組
を
し
た
い
、

祖
父
母
が
孫
を
育
て
て
い
る
な
ど
の
事
情

に
応
じ
た
区
分
も
あ
り
ま
す
。

　
オ
ホ
ー
ツ
ク
管
内
で
は
、
子
ど
も
の
年

齢
や
里
親
さ
ん
と
の
相
性
な
ど
も
考
慮
し

て
委
託
先
を
決
め
る
た
め
、
管
内
各
地
に

里
親
さ
ん
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。

　
是
非
、里
親
と
し
て
登
録
を
い
た
だ
き
、

家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
の
養
育

を
担
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
里
親
を
希
望
さ
れ
る
方
、
里
親
制
度
に

つ
い
て
も
う
少
し
知
り
た
い
方
は
、
担
当

者
か
ら
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
町
内
会
や
サ
ー
ク
ル
活
動
の
お

仲
間
で
里
親
制
度
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た

い
と
い
う
場
合
も
、
担
当
者
が
お
伺
い
し

て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
白
寿
（
99
歳
）
を
迎
え
ら
れ
た
中
村
清

一
郎
さ
ん
と
佐
藤
ナ
ヲ
子
さ
ん
に
、
祝
金

と
祝
状
の
贈
呈
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
ご
長
寿
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
定
額
減
税
補
足
給
付
金
（
不
足
額
給
付

分
）
と
は
、
令
和
6
年
度
に
実
施
し
た
定

額
減
税
し
き
れ
な
い
方
へ
の
調
整
給
付
金

の
支
給
額
に
不
足
が
生
じ
る
場
合
に
、
追

加
で
給
付
を
行
う
も
の
で
す
。

対
象
者

　

令
和
7
年
1
月
1
日
に
雄
武
町
に

お
住
い
の
方
で
、次
の
「
不
足
額
給
付
Ⅰ
」

ま
た
は
「
不
足
額
給
付
Ⅱ
」
に
該
当
す
る

方※
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
1
8
0
5

　
万
円
を
超
え
る
方
や
死
亡
し
て
い
る
方

　
は
対
象
外

【
不
足
額
給
付
Ⅰ
】

　

調
整
給
付
金
の
算
定
に
際
し
、
令
和

5
年
分
所
得
を
基
に
し
た
推
計
額
（
令

和
6
年
分
推
計
所
得
額
）
を
用
い
て
算

定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
令
和
6
年
分
所

得
税
お
よ
び
定
額
減
税
の
実
績
等
が
確
定

し
た
の
ち
に
、
本
来
給
付
す
べ
き
所
要
額

と
、
調
整
給
付
金
と
の
間
で
差
額
が
生
じ

た
方

【
不
足
額
給
付
Ⅱ
】

　
次
の
⑴
か
ら
⑶
を
す
べ
て
満
た
す
方

⑴
令
和
6
年
分
所
得
税
額
お
よ
び
令
和

　
6
年
度
個
人
住
民
税
所
得
割
額
が
0

　
円
で
あ
る
こ
と

問
北
海
道
北
見
児
童
相
談
所
地
域
支
援
課

☎
０
１
５
７
‐
２
４
‐
３
４
９
８

⑵
所
得
要
件
等
に
よ
り
、
税
制
度
上
扶
養

　
親
族
に
該
当
し
な
い
こ
と

⑶
過
去
に
実
施
し
た
低
所
得
者
世
帯
へ
の

　
給
付
金
の
対
象
世
帯
主
お
よ
び
世
帯
員

　
で
は
な
い
こ
と

支
給
額

【
不
足
額
給
付
Ⅰ
】

　
令
和
7
年
の
所
要
額
と
調
整
給
付
金

と
の
差
額

【
不
足
額
給
付
Ⅱ
】

　
原
則
4
万
円
（
定
額
）

※
令
和
6
年
1
月
1
日
時
点
で
国
外

　
居
住
者
で
あ
っ
た
場
合
は
3
万
円

申
請
手
続

　
不
足
額
給
付
Ⅰ
の
対
象
者
と
な
る
方
に

対
し
、
町
か
ら
「
支
給
確
認
書
」
を
郵
送

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
、
必
要
書
類
を
添
付
し
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
信
い
た
だ
く
か
、
地
域
福
祉

課
社
会
福
祉
係
の
窓
口
ま
で
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　

不
足
額
給
付
Ⅱ
の
対
象
と
な
る
方
は

「
申
請
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
、
必
要
書
類
を
添
付

し
、
地
域
福
祉
課
社
会
福
祉
係
の
窓
口
ま

で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
は
窓
口
に
備
え
付
け
の
ほ
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

が
で
き
ま
す
。

支
給
方
法
　
指
定
の
口
座
へ
の
振
込
み

申
請
期
限
　
令
和
7
年
10
月
31
日
㈮
ま
で

問
地
域
福
祉
課
社
会
福
祉
係

（左から）髙橋町長、中村清一郎氏、中村孝志氏

※�

問
い
合
わ
せ
時
に
募
集
を
終
了
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
財
務
政
策
課
管
財
係


